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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本コンクリート工学会（JCI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣及び国土交通

大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS A 0203:2022 は改正され，この規格に置き換え

られた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣，国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 0203：2025 
 

コンクリート用語 

Concrete terminology 

 

1 適用範囲 

この規格は，コンクリートに関して用いられる主な用語（以下，用語という。）及び定義について規定す

る。 

なお，技術上重要な改正に関する新旧対照表を，附属書 A に示す。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 分類 

用語は，次のとおり分類する。 

a) コンクリート 

b) 材料 

1) セメント 

2) 混和材料 

3) 骨材 

4) 補強材 

c) コンクリート及び材料の性質 

d) 設備及び施工 

4 用語及び定義 

用語及び定義は，次のとおりとする。 

a) コンクリート 

番号 用語 定義 対応英語（参考） 

1010 セメントペース

ト 

セメント，水及び必要に応じて加える混和材料を構成材料と

し，これらを練混ぜその他の方法によって混合したもの，又

は硬化させたもの 

cement paste 


